
昨年度に労働時間・水準について入力していますが、今年度も入力が必要ですか。
・昨年度から今年度にかけて変更があった項目について更新してください。
・時間外・休日労働最大時間数（年単位換算）の実績は、前年度実績のご入力をお願いします。

C-１水準の医師が在籍しないプログラムや施設においても、労働時間・水準の入力が必要ですか。
・専攻医へ適用する水準に関係なく、全てのプログラムや医療機関における労働時間・水準について、
入力への御協力をお願いします。

「労働時間・水準」の入力画面を、一時保存する方法はありますか。
・画面右下の[登録する]を押下後、 [確定]を押してください。
・新専攻医の募集開始日までは、[確定]を押下後も繰り返し編集が可能です。

入力期限を過ぎた後で入力した内容に変更が生じた場合（例えば、A水準の施設がＣ-１水準の指定を
受ける予定になった等）、修正が必要ですか。
・10月末時点の情報を入力していただいているため、入力期限後の情報更新・修正は必要ありません。

入力しなかった場合、罰則がありますか。
・本システムへの入力は義務ではなく、罰則もありません。
・令和７年度に専攻医となる先生方へ各プログラムの労働時間・水準に関する情報を提供する目的に
御協力をお願いしているものです。

よくあるご質問（追補版）


